


の施工実績を提出すること。（契約締結日が平成2

3年度以降の元請工事完了実績。ただし、共同企

業体実績の場合は出資比率20%以上とする。） 

構成員  (Ｂグループ)：提出不要 

    ② 技術者の資格及び配置 

代表構成員(Ａグループ)：鉄筋コンクリート造である公共建築物の新築又は

増築の建築一式工事で、１件の工事請負契約の契

約金額が３億４，０００万円以上である建築工事

の工事経験（監理技術者、主任技術者又は現場

代理人等）を有する建築工事業に関する監理技

術者を現場に専任で配置できること。 

構成員  (Ｂグループ)：建築工事業に関する監理技術者又は主任技術者

を現場に専任で配置できること。 

注）上記の公共建築物とは、公共建築物等における木材の利用の促進に関する

法律（平成22年法律第36号）第２条第１項に規定する建築物をいう。 

 (2) 結成方法 

    自主結成とする。 

 (3) 出資比率 

       構成員の出資比率は３０％以上であること。 

 (4) 代表者の要件 

       代表者（企業体代表構成員）の出資比率は構成員中最大であること。 

 (5) 有効期間 

    認定の日から当該工事の請負代金の支払いを完了した時までとする。ただし、落

札者以外の者にあっては、当該工事に係る契約の相手が確定した日までとする。 

５ 共同企業体の協定方式 

     国土交通省方式の甲型とする。 

６ 共同企業体の名称 

   「○○○・□□□特定建設工事共同企業体」とする。 




